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会員の皆様 

川口市 PTA 連合会 

 

「川口市非行防止対策協議会」に関するご報告 

 

 時下、貴職におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、本会

の運営につきましては日頃より多大なるご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、令和 3 年 11 月 10 日（水）に川口市学校教育部主催の「川口市非行防止対策協議

会」に出席して参りました。「川口市非行防止対策協議会」では、埼玉県警察本部生活安全

部少年課補導育成係長より「少年非行・犯罪被害者等の現状と SNS」をご講義いただきま

した。 

 昨今、スマートフォンやタブレット等を持つ子供達による SNS（LINE、Twitter、

Facebook、Instagram 等）の利用が増えたこともあり、SNS を起因とする犯罪被害は増加

傾向にあります。 

 そこで、「川口市非行防止対策協議会」の内容を一部ではありますが以下にご報告します。 

子供達を犯罪の被害に遭わせないために、保護者の皆様が犯罪被害防止について改めて

考えるきっかけとなれば幸いです。 

記 

1. 少年非行情勢1 

全国的に、刑法犯少年（刑法等に規定する罪（交通関係を除く。）を犯した（犯罪に

触れる行為をした）少年）は年々減少傾向にあります。人口比で見ても、千人当た

りの埼玉県の刑法犯少年は、平成 23 年は「12.6 人」であったのに対し、令和 2 年は

「2.8 人」となっています。 

 

 
1 出典：埼玉県警察「少年非行白書（令和 3 年版）」 

    https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0030/kenke/syonenhikouhakusyo.html 



 

 

2. ＳＮＳに起因した事件の被害状況2 

少年の福祉を害する犯罪として、SNS に起因した事件は増加しています。内訳とし

ては、青少年健全育成条例違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの性犯罪が 8

割以上を占めています。主に中学生・高校生の女子が被害者です。 

 

 

 
2 出典：埼玉県警察「少年非行白書（令和 3 年版）」 

    https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0030/kenke/syonenhikouhakusyo.html 



 

 



また、特殊詐欺（オレオレ詐欺など）や薬物乱用の犯罪に関しても、SNS を利用し

て容易に犯罪者の情報（受け子の募集や、薬物の売買に関する情報）にアクセスで

きてしまう現状が増加の一因になっていると考えられます。 

 

 

 

 

  



3. 埼玉県警察の少年非行防止・保護総合対策のご紹介 

埼玉県警察では非行防止指導班｢あおぞら｣の YouTube 動画（埼玉県警察公式チャン

ネル）を配信しています。これを機会にご覧になってはいかがでしょうか。 

 

 



4. インターネットの危険から子供を守るために3 

子供達のスマートフォンやタブレット等の利用状況について、学校の先生や警察の

方が把握することは困難です。利用状況を把握するためのサポート機能の「ペアレ

ンタルコントロール」や「フィルタリング」を活用して、保護者ができることを考

えてみてください。 

 

 
3 出典：内閣府「普及啓発リーフレット集」 

    https://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/internet_use/leaflet.html 


